
令和８年答申第１号

令和８年１月２９日
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長

　　

宮
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答

　　

申

　　

書

淡路市国民健康保険運営協議会規則（平成１７年淡路市規則第１１４号）第
２条の規定に基づき諮問を受けた令和８年諮問第１号 「淡路市国民健康保険税

の子ども・子育て支援納付金課税額を定めることについて」（以下 「本件諮問」
という。） について、 下記のとおり答申する。

記

第１

　

協議会の結論

　

本件諮問による淡路市国民健康保険税の子ども・子育て支援納付金課税額

は、 妥当である。

第２ 協議会の判断の理由

　

１ 法的根拠

　　

令和６年６月 １２日に公布された子ども・子育て支援法等の一部を改正

　

する法律 （令和６年法律第４７号） において、 地方税法 （昭和２５年法律

　

第２２６号） の改正規定は令和８年４月１日に施行される。

　　

本改正により、「児童手当の拡充」 や 「妊婦のための支援給付」 など、 子

　

どもや子育て世帯を社会全体で支援する 「子ども・子育て支援制度」 に要

　

する費用を賄うため、 国民健康保険税に子ども・子育て支援納付金課税額

　　

（国民健康保険税のうち、子ども・子育て支援納付金の納付に必要な課税

　

額をいう。）が新設され、淡路市はこれを賦課徴収する義務がある。

２

　

淡路市国民健康保険の子ども・子育て支援納付金課税額

　

令和７年度 「市町村国，保事業費納付金・標準保険料率算定結果表」 に基

づき、 淡路市が令和８年度に賦課すべき市町村標準保険料率による子ど

も・子育て支援納付金課税額の総額は３， ４２６万７２５円と示されてい

るところ、本件諮問に基づく次の各税率により試算した子ども・子育て支

援納付金課税額の総額は、 ３， ４３２万４， ７２４円となり、 妥当である
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と認められる。
（１） 所 得 割

　　　　　　

１ ００分の０， ３

（２） 均 等 割

　　　　　　　　　

１， ２００円

（３） 平 等 割

　　　　　　　　　　　

９００円

（４） １８歳以上被保険者均等割

　

１００円

以上の理由により、 第１の結論のとおり答申する。

第３

　

付言

　　

「子ども・子育て支援制度」 では、 子ども・子育て支援納付金の徴収総額

　

が段階的に引き上げられること （令和８年度：約６， ０００億円、 令和９年

度：約８， ０００億円、 令和１０年度 （満額時）：約１兆円） となっており、

　

これに伴い淡路市の子ども・子育て支援納付金課税額についても適宜見直し

　

を行う必要があることを申し添える。


